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(57)【要約】
【課題】建物の出入口などの上方に防水板を収納保管す
る構成において、防水板の落下を規制するための新たな
構成を提案する。
【解決手段】上下に延びるガイドレール２１に沿って移
動可能な防水板１と、防水板１が所定速度以上でガイド
レール２１を移動することを規制する規制部材３２と、
を備えた防水板装置とする。このような防水板装置によ
れば、通常の防水板の移動（降下）は規制されず、所定
速度以上の移動が生じた際、例えば、ワイヤが切断して
防水板が落下した場合に、この落下を規制することがで
きる。そして、この落下の規制により、防水板１が所定
速度以上でガイドレール２１を下降することを防ぐこと
ができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下に延びるガイドレールに沿って移動可能な防水板と、
　前記防水板が所定速度以上で前記ガイドレールを移動することを規制する規制部材と、
　を備えたことを特徴とする防水板装置。
【請求項２】
　前記規制部材が、
　前記ガイドレールの所定位置を通過する防水板の移動によって起動される起動部と、
　前記起動部の起動に基づいて、前記防水板の移動を規制するストッパーと、を備える、
　ことを特徴とする請求項１の防水板装置。
【請求項３】
　前記規制部材は、
　支軸を中心に回動可能な回動部材であり、
　前記支軸を介して一方側に前記起動部、他方側に前記ストッパーを備え、
　前記起動部が起動すると、
　前記ストッパーが前記防水板の移動を規制する位置に移動する、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の防水板装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の出入口や、地下施設への地上出入口などに設置され、豪雨時の雨水な
どの浸入を堰き止めるための防水板装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、特許文献１に開示されるように、豪雨時に雨水などが出入口内に浸入す
ることを防止するための防水板装置（防水扉装置）が知られている。
【０００３】
　特許文献１は、水を堰き止めるための防水板（防水扉）をワイヤにて吊り上げ、吊り下
げる構成について開示している。防水板はワイヤで吊り上げられて出入口の上方に収納保
管される。また、使用時には、防水板はワイヤで吊り下げられつつ下降し、床面に起立す
ることで使用状態とされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２３９２０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　防水板をワイヤにて吊り上げ、建物の出入口などの上方に収納保管する構成では、ワイ
ヤの切断や、ワイヤを掛け回す部位の破損や、ワイヤを留め付ける部位の破損などの問題
が生じた場合には、防水板がその自重によって落下することが想定される。
【０００６】
　しかしながら、このような情況を想定し、防水板の落下を規制するための技術は存在し
なかった。
【０００７】
　そこで、本発明は、以上の問題点に鑑み、建物の出入口などの上方に防水板を収納保管
する構成において、防水板の落下を規制するための新たな構成を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明の解決しようとする課題は以上のごとくであり、次にこの課題を解決するための
手段を説明する。
【０００９】
　即ち、請求項１に記載のごとく、上下に延びるガイドレールに沿って移動可能な防水板
と、前記防水板が所定速度以上で前記ガイドレールを移動することを規制する規制部材と
、を備えたことを特徴とする防水板装置とする。
【００１０】
　また、請求項２に記載のごとく、前記規制部材が、前記ガイドレールの所定位置を通過
する防水板の移動によって起動される起動部と、前記起動部の起動に基づいて、前記防水
板の移動を規制するストッパーと、を備える、こととする。
【００１１】
　また、請求項３に記載のごとく、前記規制部材は、支軸を中心に回動可能な回動部材で
あり、前記支軸を介して一方側に前記起動部、他方側に前記ストッパーを備え、前記起動
部が起動すると、前記ストッパーが前記防水板の移動を規制する位置に移動する、ことと
する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１３】
　即ち、請求項１に記載の発明においては、通常の防水板の移動（降下）は規制されず、
所定速度以上の移動が生じた際、例えば、ワイヤが切断して防水板が落下した場合に、こ
の落下を規制することができる。
【００１４】
　また、請求項２に記載の発明においては、防水板の所定速度以上の移動を起動部によっ
て検知する構成によって、防水板の移動を規制することができる。なお、起動部は、以下
の実施例で説明されるようにガイドレール側の部材に接触するもののほか、赤外線センサ
などの非接触のセンサによって防水板の所定速度以上の移動を検知するものなどとするこ
とも考えられる。この場合、センサ検知に基いてストッパーを起動させる構成となる。
【００１５】
　また、請求項３に記載の発明においては、回動部材を用いた簡易な構成により、防水板
の落下の規制を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】（Ａ）は、防水板を収容保管させた通常時の防水板装置の様子を示す正面図。（
Ｂ）は、防水板を降下させて地面に起立させた使用時の防水板装置の様子を示す正面図。
【図２】実施例１の落下規制機構について説明する正面図。
【図３】実施例１の落下規制機構について説明する平面図。
【図４】実施例１の落下規制機構について説明する側面図。
【図５】通常時での実施例１の落下規制機構の挙動について説明する図。
【図６】不具合発生時での実施例１の落下規制機構の挙動について説明する図。
【図７】実施例２の落下規制機構について説明する正面図。
【図８】実施例２の落下規制機構について説明する平面図。
【図９】（Ａ）は、通常時での実施例１の落下規制機構の挙動について説明する図。（Ｂ
）は、不具合発生時での実施例１の落下規制機構の挙動について説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１（Ａ）は、防水板１を出入口２０の上方に位置させて収容保管させた通常時の防水
板装置の様子を示す正面図であり、図１（Ｂ）は、防水板１を降下させて地面２に起立さ
せた使用時の防水板装置の様子を示す正面図である。防水板装置は、防水板１、ガイドレ
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ール２１，２２、ワイヤ５などを備えて構成される。
【００１８】
　以下詳述すると、図１（Ａ）に示すように、出入口２０の左右両端部において、ガイド
レール２１，２２がそれぞれ立設され、ガイドレール２１，２２の上端部を結ぶように上
部枠２３が横方向に配設される。
【００１９】
　左右のガイドレール２１，２２の間には、防水板１が必要に応じて上下方向に移動でき
るように納められている。防水板１が上下方向に移動する際には、その左右の両端部がそ
れぞれガイドレール２１，２２にガイドされる。
【００２０】
　防水板１は、ワイヤ５によって吊り上げ、又は、吊り下げられて上下方向に移動する。
ワイヤ５の一端部は、左側のガイドレール２１の上端部のワイヤ固定部２５ａに留め付け
られる。ワイヤ５の中途部は、防水板１の上部に設けられるワイヤ掛け部１２ａ（図２参
照）にかけ回される。ワイヤ５の他端部は、出入口２０の横の壁面などに設置される操作
用装置７（ワイヤ操作手段）の巻取りドラム（不図視）に接続される。
【００２１】
　防水板１は、防水面１ａを構成する面材を四方枠で囲んで構成される。防水面１ａを構
成する面材としては特に限定されるものではなく、例えば、透明のポリカーボネートなど
を用いることができる。
【００２２】
　防水板１が配置される出入口２０は、例えば、店舗の出入口では自動ドアなどが配設さ
れることが想定され、地下構内の出入口ではシャッター装置が配設されることや、或いは
、常時開放される通路であることが想定される。
【００２３】
　防水板１の右上角部１１ａ、左上角部１１ｂには、ワイヤ５を掛け回すためのワイヤ掛
け部１２ａ（図２参照）がそれぞれ設けられる。ワイヤ掛け部１２ａの下側にワイヤ５が
掛け回されることで、ワイヤ５により防水板１が吊られた状態となる。
【００２４】
　なお、ワイヤ掛け部１２ａは、図２に示されるように、例えば、ワイヤ５をガイドする
周溝が形成された遊転可能なローラにて構成するほか、棒部材などで構成することも考え
られる。
【００２５】
　図１（Ａ）の状態では、操作用装置７にワイヤ５が引き込まれた状態となっており、ワ
イヤ５の引き出し量が短くなることによって、防水板１が最上部まで吊り下げられて収容
保管状態とされる。この状態では、防水板１はその防水面１ａが略垂直となるように配置
され、防水板１の下方において出入口２０を通じた人の出入などが可能となる。
【００２６】
　図１（Ｂ）の状態では、操作用装置７からワイヤ５が引き出された状態となっており、
ワイヤ５の引き出し量が長くなることによって、防水板１が最下部、つまりは防水板１の
下端部が地面２に接するまで下降される。
【００２７】
　この図１（Ｂ）は防水板１の使用時の状態を示すものであり、防水板１によって出入口
２０の下部が閉鎖され、防水板１の高さ寸法Ｈ１の水位に至るまで、出入口２０内への水
の浸入を防ぐことができる。
【００２８】
　防水板１の左右端部は、高さ寸法Ｈ１の全範囲にわたりガイドレール２１，２２に飲み
込まれており、ガイドレール２１，２２によって防水板１に作用する水圧がしっかりと受
け止められ、防水板１の起立状態が維持される。
【００２９】
　なお、操作用装置７の構成としては、例えば、内部に巻き取りドラムと、巻き取りドラ



(5) JP 2015-183449 A 2015.10.22

10

20

30

40

50

ムを固定するストッパーとハンドルを有して構成され、ハンドルでワイヤを巻き取った際
には任意の位置（任意の巻取り量）でもストップがかかり、操作用装置７の解放ボタンを
押すとストップが解除されて防水板が降下する機構にて構成できる。
【００３０】
　以上の構成において、図１（Ａ）に示すように、通常時にワイヤ５が巻き取られ防水板
１を上部に収納している状態では、操作用装置７のストッパーにより操作用装置７からの
ワイヤの巻き送りが停止している状態が保持されるが、巻き取りドラムからガイドレール
２１の上端のワイヤ固定部２５ａの間でワイヤ５の切断が起こった場合には、防水板１を
上部停止させている手段がなくなるため、防水板１が自重により落下することとなる。ま
た、防水板１の使用が必要となった際において、意図的に降下させている途中において、
ワイヤ５の切断が生じたり、ワイヤ５がワイヤ掛け部から外れたりするような不具合が生
じた場合にも、防水板１の落下が生じてしまうことになる。
【００３１】
　このような防水板１の意図せぬ下降、つまりは、落下を規制するための落下規制機構に
ついて以下に説明する。
【実施例１】
【００３２】
　図２は、実施例１の落下規制機構について説明する正面図、図３は同じく平面図、図４
は同じく側面図である。
　この図２乃至図４に示す落下規制機構３０は、防水板１に設けられる規制部材３２と、
ガイドレール２２に設けられる規制部材３２と接触する被接触体２４ａと、規制部材３２
の下方への移動を規制するための移動規制部２４ｂと、を有して構成される。
【００３３】
　防水板１にはガイドレール２１の縦溝２１ａに飲み込まれる（一部が挿入される）縦枠
材１４が設けられており、縦枠材１４の上端部にはローラにて構成されるワイヤ掛け部１
２ａが配設されている。ワイヤ掛け部１２ａにはワイヤ５が掛けられており、ワイヤ５に
防水板１が吊り下げられる。
【００３４】
　防水板１の縦枠材１４において、ガイドレール２１の縦溝２１ａに飲み込まれた部位に
は、ガイドレール２１の見込面２１ｃに当接してガイドされる被ガイド部１５が配設され
ている。本実施例の被ガイド部１５は、ガイドレール２１の見込面２１ｃに当接して遊転
するローラにて構成されている。
【００３５】
　防水板１の縦枠材１４において、ガイドレール２１の縦溝２１ａに飲み込まれた部位に
は、支軸１４ａが設けられ、支軸１４ａに規制部材３２が回動可能に支持されている。
【００３６】
　図３及び図４に示すごとく、支軸１４ａは、縦枠材１４に固定されるブラケット１４ｂ
の背面側において見込方向Ｎに立設され、規制部材３２が縦枠材１４の背面側に配設され
る。
【００３７】
　また、図２乃至図４に示すごとく、規制部材３２は、例えば、ステンレスなどの鋼材で
構成することができ、支軸１４ａに対して自由に回動するアーム状の部材として構成され
る。
【００３８】
　図２に示すごとく、規制部材３２には、支軸１４ａを挟んで上側の起動部３２ａ（上ア
ーム部）と、下側のストッパー３２ｂ（下アーム部）が形成される。そして、起動部３２
ａとストッパー３２ｂの重量バランスによって、外部から荷重が作用しないフリーの状態
では、ストッパー３２ｂが支軸１４ａから下方向に伸びる縦姿勢となる。
【００３９】
　ガイドレール２１の縦溝２１ａ内には、規制部材３２と接触するための被接触体２４ａ
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と、被接触体２４ａの下方に設けられ、規制部材３２を支えるための移動規制部２４ｂが
設けられる。これら被接触体２４ａと移動規制部２４ｂは、ガイドレール２１の縦溝２１
ａを構成する縦面部２１ｂであって、防水板１の縦枠材１４の裏側面と対向する縦面部２
１ｂに配設される。
【００４０】
　被接触体２４ａとその下方に配設される移動規制部２４ｂの間には、規制部材３２のス
トッパー３２ｂが挿入されえる隙間部２４ｃが形成される。
【００４１】
　以上のようにして、ガイドレール２１の縦溝２１ａ内に、被接触体２４ａ、移動規制部
２４ｂ、隙間部２４ｃを構成するストッパー規制機構２４が配設される。なお、図４に示
すごとく、本実施例では、側面視において略コ字状をなす板部材にて、被接触体２４ａと
移動規制部２４ｂが構成される。また、被接触体２４ａと移動規制部２４ｂをそれぞれ別
の部材で形成してもよい。また、本実施例のように、ガイドレール２１と別部材を用いて
移動規制部２４ｂを構成するほか、ガイドレール２１そのものに被接触体２４ａと移動規
制部２４ｂを構成するための突起部が形成されるものであってもよい。
【００４２】
　そして、図２に示すごとく、規制部材３２の起動部３２ａには、被接触体２４ａに接触
するための上接触部３２ｃが形成される。この上接触部３２ｃは、起動部３２ａにおいて
、支軸１４ａの軸心から被接触体２４ａ側に突出する部位によって構成される。
【００４３】
　より具体的には、規制部材３２には、規制部材３２に荷重が作用しない自由の状態（フ
リーの状態）において、支軸１４ａの軸心から被接触体２４ａ側に斜め上方に向かって伸
びる第一面部３３ａと、第一面部３３ａにおいて支軸１４ａの軸心と反対側の端部から被
接触体２４ａと反対側に斜め上方に向かって伸びる第二面部３３ｂと、が形成され、第一
面部３３ａと第二面部３３ｂの交わる鋭角の角部において、被接触体２４ａに接触する上
接触部３２ｃが構成される。
【００４４】
　また、規制部材３２のストッパー３２ｂには、移動規制部２４ｂに接触して乗り掛かる
ための下接触部３２ｄが形成される。この下接触部３２ｄは、ストッパー３２ｂの下端部
によって構成される。
【００４５】
　より具体的には、規制部材３２には、規制部材３２に荷重が作用しない自由の状態（フ
リーの状態）において、上接触部３２ｃよりも低い位置で、移動規制部２４ｂ側に略垂直
な面を形成する第三面部３３ｃと、第三面部３３ｃの下端部から移動規制部２４ｂと反対
側に斜め下方に向かって伸びる第四面部３３ｄと、第四面部３３ｄから移動規制部２４ｂ
と反対側に斜め上方向に円弧状に伸びる第五面部３３ｅと、が形成され、この第五面部３
３ｅにおいて移動規制部２４ｂに接触する下接触部３２ｄが構成される。
【００４６】
　次に、防水板の下降の際の規制部材３２の挙動について説明する。まず、図５を用いて
防水板の通常の使用時について説明する。
【００４７】
　防水板１が下降（矢印Ｄ）する過程において、上下位置Ａ１では、操作用装置７（図１
）の操作により防水板１がゆっくりと下降する。この下降の速度は、例えば、操作用装置
７（図１）に設けられる速度調整機構（ブレーキ手段など）にて一定の速度とされること
や、操作用装置が手動で操作される構成において操作者の操作スピードによって決まるこ
とになる。
【００４８】
　上下位置Ａ１においては、規制部材３２がその重量バランスによってストッパー３２ｂ
が略垂直の状態となり、規制部材３２が全体として縦姿勢のまま下降する。
【００４９】
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　上下位置Ａ２においては、規制部材３２の上接触部３２ｃが被接触体２４ａに接触する
。この際、荷重Ｆ１が生じ、規制部材３２は反時計回り方向Ｌに傾き、上下位置Ａ３に示
すように、ストッパー３２ｂが隙間部２４ｃに進入する。
【００５０】
　上下位置Ａ３において、さらに規制部材３２が下降すると、ストッパー３２ｂの第四面
部３３ｄが移動規制部２４ｂに接触するが、第四面部３３ｄの傾斜により、ストッパー３
２ｂが時計回り方向Ｒに傾き、ストッパー３２ｂが隙間部２４ｃから退出し、規制部材３
２は上下位置Ａ４の状態のように縦姿勢に戻って下降を継続する。
【００５１】
　上下位置Ａ４において、さらに規制部材３２が下降すると、上下位置Ａ２と同様に規制
部材３２の上接触部３２ｃが移動規制部２４ｂに接触するが、規制部材３２が反時計回り
方向Ｌに傾くことで移動規制部２４ｂをよけるようにして、下降が続けられる。
【００５２】
　なお、上下位置Ａ３に示されるように、上昇（矢印Ｕ）の際の挙動については、規制部
材３２の上接触部３２ｃが被接触体２４ａに接触するが、起動部３２ａの第二面部３３ｂ
の傾斜により、規制部材３２が時計回り方向Ｒに傾くことで被接触体２４ａをよけるよう
にして、上昇が続けられる。また、規制部材３２の上接触部３２ｃが移動規制部２４ｂに
接触した際も同様である。
【００５３】
　以上のように、防水板の通常の開閉時においては、規制部材３２が移動規制部２４ｂに
接触しながらも、適宜回動することで移動規制部２４ｂをよけることで、防水板のスムー
ズな下降／上昇の操作を行うことができる。
【００５４】
　次に、図６に示すごとく、ワイヤが切れて意図せずに防水板が落下してしまった場合な
ど、不具合発生時の規制部材３２の挙動について説明する。
【００５５】
　上下位置Ａ１においては、防水板がその自重により自由落下し、加速しながら下降する
情況となる（矢印Ｄ）。規制部材３２は、その重量バランスによってストッパー３２ｂが
略垂直の状態となり、規制部材３２が全体として縦姿勢のまま下降する。
【００５６】
　そして、上下位置Ａ２に至ると、規制部材３２の上接触部３２ｃが被接触体２４ａに接
触する。この際、この際、荷重Ｆ２が生じ、規制部材３２は反時計回り方向Ｌに傾き、上
下位置Ａ３に示すように、ストッパー３２ｂが隙間部２４ｃに進入する。
【００５７】
　ここで、規制部材３２の回動角度、つまり、ストッパー３２ｂの隙間部２４ｃへの進入
量は、通常の下降時（図５の上下位置Ａ２）と比較して大きくなる。これは、防水板１が
自由落下し、規制部材３２の下降速度が通常時と比較して速いことから、規制部材３２の
上接触部３２ｃが被接触体２４ａに勢いよく衝突し、通常の下降時と比較して大きな荷重
Ｆ２が生じ、その反動で回動角度が大きくなるためである。
【００５８】
　そして、上下位置Ａ３に示すように、ストッパー３２ｂが隙間部２４ｃに進入したまま
規制部材３２がさらに下降し、上下位置Ａ４に示すように、下接触部３２ｄを構成する第
五面部３３ｅが移動規制部２４ｂに載置されるとともに、第四面部３３ｄがガイドレール
２１の見込面２１ｃに当接する状態となる。
【００５９】
　この状態では、防水板の自重によって下方向に荷重Ｆ３が作用しつつ、略垂直面を構成
する第四面部３３ｄがガイドレール２１の見込面２１ｃに当接して押さえ付けられる状態
となるため、規制部材３２の回動が規制され、第五面部３３ｅが移動規制部２４ｂによっ
て下から支えられた状態が維持される。
【００６０】
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　以上のようにして、防水板が自由落下する不具合が生じた場合には、規制部材３２の下
降が移動規制部２４ｂによって規制され、これによって、防水板の落下を規制することが
できる。
【００６１】
　なお、以上の規制部材３２と移動規制部２４ｂによる落下の規制は、防水板の幅方向の
両端にそれぞれ行われるものであり、防水板がその両端においてしっかりと支えられるの
で傾くことなく、水平を保持した状態で停止することになる。また、移動規制部２４ｂ（
ストッパー規制機構２４）については、ガイドレール２１の上下方向の複数箇所の所定位
置に設置することも可能であり、また、規制部材３２についても防水板の上下方向の複数
箇所に設置することとしてもよい。さらに、ストッパー規制機構２４を防水板１側に設け
、ガイドレール２１側に規制部材３２を設けるなど、上記実施例とは逆の配置関係として
もよい。また、防水板の落下が発生した際に即時停止をさせる上では、鉛直立設したガイ
ドレールの上方に移動規制部２４ｂ（ストッパー規制機構２４）を配置させることが望ま
しい。
【実施例２】
【００６２】
　この図７乃至図９に示す落下規制機構６０は、防水板１に設けられる規制部材６２と、
ガイドレール２２に設けられる移動規制部６４であって、防水板１の自由落下が生じた際
に規制部材６２と接触して規制部材６２の下方への移動を規制するための移動規制部６４
と、を有して構成される。
【００６３】
　防水板１にはガイドレール２１の縦溝２１ａに飲み込まれる（一部が挿入される）縦枠
材１４が設けられており、縦枠材１４の上端部にはローラにて構成されるワイヤ掛け部１
２ａが配設されている。ワイヤ掛け部１２ａにはワイヤ５が掛けられており、ワイヤ５に
防水板１が吊り下げられる状態とされている。
【００６４】
　防水板１の縦枠材１４において、ガイドレール２１の縦溝２１ａに飲み込まれた部位に
は、ガイドレール２１の見込面２１ｃに当接してガイドされる被ガイド部１５が配設され
ている。本実施例の被ガイド部１５は、ガイドレール２１の見込面２１ｃに当接して遊転
するローラにて構成されている。
【００６５】
　防水板１の縦枠材１４において、ガイドレール２１の縦溝２１ａに飲み込まれた部位に
は、支軸１４ｃが設けられ、支軸１４ｃに規制部材６２が回動可能に支持されている。支
軸１４ｃは、縦枠材１４の上部に固定されるブラケット１４ｄの見込面１４ｅに見付方向
Ｍに立設され、規制部材６２の上部が縦枠材１４の上端から突出するように配設される。
【００６６】
　規制部材６２は、例えば、ステンレスなどの鋼材で構成することができ、支軸１４ｃに
対して自由に回動するアーム状の部材として構成される。
【００６７】
　規制部材６２には、支軸１４ｃを挟んで上側の起動部６２ａ（上アーム部）と、下側の
ストッパー６２ｂ（下アーム部）が形成される。そして、起動部６２ａとストッパー６２
ｂの重量バランスによって、外部から荷重が作用しないフリーの状態では、起動部６２ａ
の先端部の上接触部６２ｃがワイヤ５に接触することで、ワイヤ５から荷重Ｆ４（図８、
図９（Ａ））が作用する状態となり、規制部材６２の縦姿勢が維持された縦姿勢となる。
【００６８】
　ガイドレール２１の縦溝２１ａ内には、規制部材６２のストッパー６２ｂと対向し、規
制部材６２の角度によってストッパー６２ｂに設けた下接触部６２ｄと接触するための移
動規制部６４が設けられる。
【００６９】
　本実施例の移動規制部６４は、図８に示すように、縦方向（ガイドレール２１の長手方
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向）に延びる一連の凹溝２１ｄ（溝の深さ方向は見込方向Ｎ）の開放部に構成される角部
２１ｅ，２１ｅにて構成される。
【００７０】
　なお、本実施例のように、ガイドレール２１に形成される凹溝２１ｄによって移動規制
部６４を構成するほか、ガイドレール２１にストッパー６２ｂと接触するための別部材を
取り付けて移動規制部を構成してもよい。
【００７１】
　規制部材６２の起動部６２ａには、縦方向に伸びるワイヤ５に側方から接触するための
上接触部６２ｃが形成される。この上接触部６２ｃは、確実にワイヤ５と接触するために
、ワイヤ掛け部１２ａに掛け回されるワイヤ５の位置よりも見付方向Ｍに幅Ｗ１だけ突出
する突出部６２ｗを有している。
【００７２】
　また、規制部材６２のストッパー６２ｂには、移動規制部６４の凹溝２１ｄに入り込み
、角部２１ｅ，２１ｅと接触するテーパー面６２ｅ，６２ｅを有する下接触部６２ｄが形
成される。
【００７３】
　この下接触部６２ｄは、ボルト６２ｆによってストッパー６２ｂの下端部に取り付けら
れるゴム、樹脂などの弾性部材で構成され、角部２１ｅとテーパー面６２ｅが接触した際
に、両者間に高い摩擦力が発生するようになっている。
【００７４】
　次に、防水板の下降の際の規制部材６２の挙動について説明する。
　規制部材６２は、防水板の通常の使用時では図９（Ａ）に示されるような挙動をなす。
【００７５】
　防水板が下降（矢印Ｄ）する過程において、規制部材６２の上接触部６２ｃがワイヤ５
に接触することで荷重Ｆ４が作用しつづけ、規制部材６２の縦姿勢が維持される。なお、
規制部材６２の重量バランスは、常に上接触部６２ｃがワイヤ５に接触する方向、つまり
は、時計回り方向Ｒに回動するように設計されている。
【００７６】
　また、この図９（Ａ）に示される規制部材６２の縦姿勢の状態では、規制部材６２の下
接触部６２ｄは凹溝２１ｄと接触せず、両者間に摩擦力が生じないものとなっている。
【００７７】
　以上のようにして、通常の使用時では、規制部材６２が機能することなく防水板のスム
ーズに下降させることができる。
【００７８】
　次に、ワイヤが切れて意図せずに防水板が落下してしまった場合など、不具合発生時の
規制部材６２の挙動について説明する。
【００７９】
　図９（Ｂ）に示すごとく、ワイヤ５が切れるなどしてワイヤ５のテンションが無くなる
、或いは、ワイヤ５がワイヤ掛け部１２ａから外れるなどすると、規制部材６２の上接触
部６２ｃのワイヤ５への接触が無くなって荷重Ｆ４（図９（Ａ））の作用が無くなり、規
制部材６２が時計回り方向Ｒに傾く。
【００８０】
　そして、この傾きにより規制部材６２の下接触部６２ｄが凹溝２１ｄに進入し、テーパ
ー面６２ｅが凹溝２１ｄの角部２１ｅに接触し、摩擦力が生じる。
【００８１】
　この状態では、防水板の自重によって下方向に荷重Ｆ５が作用するため、テーパー面６
２ｅが角部２１ｅに対して強く押圧され、その反力によって規制部材６２が下から支えら
れた状態が維持される。
【００８２】
　以上のようにして、防水板が自由落下する不具合が生じた場合には、規制部材６２の下
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降が移動規制部６４によって規制され、これによって、防水板の落下を規制することがで
きる。
【００８３】
　なお、以上の規制部材６２と移動規制部６４による落下の規制は、防水板の幅方向の両
端にそれぞれ行われるものであり、防水板がその両端においてしっかりと支えられること
になる。
【００８４】
　さらに、以上の規制部材６２の構成において、上接触部６２ｃにローラが配置される構
成とし、上接触部６２ｃとワイヤの間で生じる摩擦力を低減し、上接触部６２ｃの摩耗を
防ぐ構成としてもよい。
【００８５】
　以上に説明した実施形態から明らかなように、本発明では以下の構成にて実施すること
ができる。
　即ち、上述した実施例１の構成であれば、図２乃至図４に示すごとく、上下に延びるガ
イドレール２１に沿って移動可能な防水板１と、防水板１が所定速度以上でガイドレール
２１を移動することを規制する規制部材３２と、を備えた防水板装置が実現される。
【００８６】
　また、上述した実施例２の構成であれば、図７乃至図９に示すごとく、上下に延びるガ
イドレール２１に沿って移動可能な防水板１と、防水板１が所定速度以上でガイドレール
２１を移動することを規制する規制部材６２と、を備えた防水板装置が実現される。
【００８７】
　このような防水板装置によれば、通常の防水板の移動（降下）は規制されず、所定速度
以上の移動が生じた際、例えば、ワイヤが切断して防水板が落下した場合に、この落下を
規制することができる。そして、この落下の規制により、防水板１が所定速度以上でガイ
ドレール２１を下降することを防ぐことができる。
【００８８】
　また、上述した実施例１の構成であれば、図２乃至図４に示すごとく、規制部材３２が
、ガイドレール２１の所定位置を通過する防水板１の移動によって起動される起動部３２
ａと、起動部３２ａの起動に基づいて、防水板１の移動を規制するストッパー３２ｂと、
を備える防水板装置が実現される。
【００８９】
　このような防水板装置によれば、防水板１の所定速度以上の移動を起動部によって検知
する構成によって、防水板の移動を規制することができる。なお、起動部は、上記実施例
１のようにガイドレール側の部材に接触するもののほか、赤外線センサなどの非接触のセ
ンサによって防水板の所定速度以上の移動を検知するものなどとすることも考えられる。
この場合、センサ検知に基いてストッパーを起動させる構成となる。
【００９０】
　また、上述した実施例１の構成であれば、図２乃至図４に示すごとく、規制部材３２は
、支軸１４ａを中心に回動可能な回動部材であり、支軸１４ａを介して一方側に起動部３
２ａ、他方側にストッパー３２ｂを備え、起動部３２ａが起動すると、ストッパー３２ｂ
が防水板１の移動を規制する位置に移動する、防水板装置が実現される。
【００９１】
　このような防水板装置によれば、回動部材を用いた簡易な構成により、防水板の落下の
規制を実現できる。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　本発明は、建物の出入口や、地下施設への地上出入口などに設置され、豪雨時に雨水な
どが出入口内に浸入するのを堰き止めるための防水板について、幅広く適用できる。
【符号の説明】
【００９３】
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　１　　防水板
　１ａ　　防水面
　５　　ワイヤ
　７　　操作用装置
　１４　　縦枠材
　１４ａ　　支軸
　１４ｂ　　ブラケット
　２０　　出入口
　２１　　ガイドレール
　２４　　ストッパー規制機構
　２４ａ　　上側接触部
　２４ｂ　　下側接触部
　２４ｃ　　隙間部
　３０　　落下規制機構
　３２　　規制部材 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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